
◎証券取引法等の一部を改正する法律 
（平成一八年六月一四日法律第六五号）   

一、提案理由（平成一八年四月一八日・衆議院財務金融委員会） 

○与謝野国務大臣 ただいま議題となりました証券取引法等の一部を改正する法律案及

び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に

つきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 

 まず、証券取引法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 

 政府は、金融資本市場を取り巻く環境の変化に対応し、投資者保護のための横断的な

法制として、証券取引法を改組して、金融商品取引法いわゆる投資サービス法とする等

の整備を行うことにより、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、貯蓄から投資

に向けての市場機能の確保及び金融資本市場の国際化への対応を図るため、本法律案を

提出した次第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、証券取引法の題名を金融商品取引法に改めるとともに、組合契約等に基づく

権利が包括的に有価証券の定義に含まれるよう整備を行い、デリバティブ取引の定義に

有価証券以外の資産を原資産とするもの等も含めるなど、その規制対象の拡大を図るこ

ととしております。さらに、有価証券及びデリバティブ取引に係る販売、勧誘のほか、

投資助言、投資運用及び顧客資産の管理に係る業務を金融商品取引業と位置づけ、原則

登録制とするとともに、所要の行為規制等を整備することとしております。 

 これとあわせて、銀行法、保険業法ほか関係法律においても、幅広い金融商品につい

ての横断的な法制の整備を図る観点から、金融商品取引法における金融商品取引業に係

る行為規制の準用等、所要の整備を行うこととしております。 

 第二に、公開買い付け制度について、規制対象範囲の拡充等や投資者への情報提供の

充実等のための規定の整備を行い、また、大量保有報告制度について、機関投資家に認

められている特例報告の提出頻度及び期限の短縮等を図るための規定の整備を行うこと

としております。さらに、企業内容等の開示制度について、四半期報告制度の整備や財

務報告に係る内部統制の評価制度の整備等、所要の整備を行うこととしております。 

 第三に、開示書類の虚偽記載や不公正取引等に係る罰則を強化し、また、相場操縦行

為等に係る規定の整備を行うこととしております。 

 第四に、取引所における自主規制業務が適切に運営されることを確保するため、自主

規制業務を担う別法人として自主規制法人を設立することができ、または株式会社形態

の取引所に自主規制委員会を設置することができるよう、所要の制度を整備することと

しております。 

……………（略）…………… 

 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 



二、衆議院財務金融委員長報告（平成一八年五月一六日） 

○小野晋也君 ただいま議題となりました各法律案につきまして、財務金融委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、内閣提出の証券取引法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 

 本案は、投資家保護のための横断的な法制を整備しようとするものであります。 

 以下に、その概要を申し上げます。 

 第一に、証券取引法の法律名を金融商品取引法に改めるとともに、その規制対象を拡

大し、より広範に投資家の保護を図ることとしております。 

 第二に、公開買い付け制度及び大量保有報告制度の見直しを行うとともに、四半期報

告制度や内部統制報告制度の整備を行うこととしております。 

 第三に、開示書類の虚偽記載や不公正取引等に係る罰則を強化することとしておりま

す。 

 第四に、取引所における自主規制業務が適切に運営されることを確保するため、所要

の制度を整備することとしております。 

……………（略）…………… 

 各案は、去る四月十四日当委員会に付託され、十八日与謝野国務大臣及び提出者古本

伸一郎君から提案理由の説明を聴取した後、二十一日より質疑に入りました。五月十日、

内閣提出の両案に対し、民主党・無所属クラブの提案に係る修正案がそれぞれ提出され、

趣旨の説明を聴取した後、各案及び両修正案について質疑を行い、十二日に質疑を終局

いたしました。 

 次いで、証券取引委員会設置法案について内閣の意見を聴取した後、各案及び両修正

案を一括して討論を行い、順次採決いたしましたところ、まず、証券取引委員会設置法

案は賛成少数をもって否決されました。次に、内閣提出の両案に対する両修正案はいず

れも賛成少数をもって否決され、内閣提出の両案はいずれも賛成多数をもって原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 なお、内閣提出の両案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年五月一二日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 幅広い金融商品についての包括的・横断的な投資家保護法制の整備の観点から、今

回の法改正を受け、今後、その実効性を確保し、市場監視機能の強化を図るため、早

急に証券取引等監視委員会等の体制強化や自主規制機関との連携強化に取り組むこと。 

一 証券取引等監視委員会をはじめとする市場監視体制の強化に当たっては、優秀な人

材の確保及び職員の専門性の向上を図るとともに、真に必要な部門には適切に定員を

配置する観点から、定員の確保、機構の充実に特段の努力を行うこと。 



一 商品先物取引、海外商品先物取引及び海外商品先物オプション取引については、取

引の特徴やこれまでの被害の実態にかんがみ、実効性のある規制及び検査・監督を行

うため、厳正な対応を可能とする体制を整備すること。 

一 不招請勧誘禁止の対象となる商品・取引については、利用者保護に支障をきたすこ

とのないよう、店頭金融先物取引に加え、レバレッジが高いなどの商品性、執拗な勧

誘や利用者の被害の発生という実態に照らし必要な場合には、迅速かつ機動的に追加

指定を行うこと。 

一 課徴金制度については、機動的な執行に努めるとともに、現行制度の実施状況等を

踏まえ、課徴金の水準の引上げも含め、制度全般のあり方について、今後、実効的な

抑止効果をもたらすよう検討を進めること。 

一 より包括的な金融サービス法制については、本改正による金融商品取引法の実施状

況、各種金融商品・サービスの性格、中長期的な金融制度のあり方なども踏まえ、引

き続き検討を進めること。その際、現在の監視体制のあり方についても見直しを行う

こと。 

一 金融・資本市場における公正な取引の確保及び利用者保護の観点から、諸外国の

様々な金融商品とその市場行政を含めた金融行政機構の状況等を参考に、わが国金融

行政組織のあり方について検討を進めること。 

一 監査法人制度等については、会計監査の信頼を揺るがしかねない様々な問題が生じ

ていることも踏まえ、そのあり方について真剣な検討を進めること。 

一 監査法人による厳正な監査を確保する観点から、監査法人における内部統制の強化

や監査の品質管理の向上等に努めるとともに、監査法人の情報開示、監査法人の選

任・報酬決定及び監査法人の責任のあり方等について総合的に検討を行い、早急に必

要な法整備を行うこと。 

一 公開買付制度については、合併・買収等の態様の多様化を踏まえ、企業価値と株主

利益の向上を目指した公正なルールの下での企業再編等を促進する観点から、規制の

中立性に配慮しつつ、不断の見直しを行うこと。 

三、参議院財政金融委員長報告（平成一八年六月七日） 

○池口修次君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、証券取引法等の一部を改正する法律案は、金融・資本市場を取り巻く環境の変

化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、貯蓄から投資に向けての市

場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図るため、投資者保護のための横

断的な法制として、証券取引法を改組して金融商品取引法とするほか、公開買い付け制

度、大量保有報告制度その他のディスクロージャー制度、金融商品取引所等に関する制

度の整備等を行おうとするものであります。 

……………（略）…………… 



 委員会におきましては、政府提出の両法律案に加え、櫻井充君外五名発議の金融商品

取引監視委員会設置法案と併せ、三法律案を一括して議題とし、参考人を招致してその

意見を聴取するとともに、市場監視機能の強化の必要性と体制の在り方、投資事業組合

に関する情報の開示による透明性の向上、監査の信頼性確保のための具体的な取組、公

開買い付け規制の具体的要件、不招請勧誘禁止に関する法律の規定の在り方、商品先物

取引について不招請勧誘の禁止を規定する必要性等について熱心な質疑が行われました。 

 証券取引法等の一部を改正する法律案に対しましては、民主党・新緑風会、日本共産

党、各派に属しない議員糸数慶子君を代表して尾立源幸委員より、商品先物取引に関す

る不招請勧誘の禁止を追加することを内容とする修正案が提出され、原案及び修正案に

対する質疑が行われました。 

 委員会における質疑の詳細につきましては、会議録によって御承知願います。 

 政府提出の両法律案につきまして、質疑を終了し、討論に入りましたところ、民主

党・新緑風会を代表して大久保勉委員、日本共産党を代表して大門実紀史委員より、両

原案に反対、修正案に賛成する旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 討論を終了し、順次採決の結果、修正案は否決され、両法律案はいずれも多数をもっ

て原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対し、商品先物取引に対する不招請勧誘の禁止の導入について検討

することなど十三項目の附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年六月六日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 幅広い金融商品に対する包括的・横断的な投資家保護法制の整備の観点から、今回

の法改正を受け、今後、その実効性を確保し、市場監視機能の強化を図るため、早急

に証券取引等監視委員会等の体制強化や自主規制機関との連携強化に取り組むこと。 

一 証券取引等監視委員会をはじめとする市場監視体制の強化に当たっては、優秀な人

材の確保及び職員の専門性の向上を図るとともに、真に必要な部門には適切に定員を

配置する観点から、定員の確保、機構の充実に特段の努力を行うこと。 

一 より包括的な金融サービス法制については、本改正による金融商品取引法の実施状

況、各種金融商品・サービスの性格、中長期的な金融制度の在り方なども踏まえ、引

き続き検討を進めるとともに、今後の監視体制の在り方についても横断化を踏まえた

実効性の確保の観点から引き続き見直しを行うこと。 

一 証券取引所については、その機能が国民の経済活動の共通インフラであることにか

んがみ、システムの安全性・信頼性の確保に万全を期すこと。また、顧客・投資家が

不測の損害を被ることのないよう、自主規制の徹底と上場審査の方法について配意す

ること。さらに、国際的な市場間競争における競争力の強化を図るとともに、健全な

中小企業や次世代を担う新規産業に対して円滑な資金提供が行われるよう配慮するこ



と。 

一 商品先物取引、海外商品先物取引及び海外商品先物オプション取引については、取

引の特徴やこれまでの被害の実態にかんがみ、実効性のある規制及び検査・監督を行

うため、厳正な対応を可能とする体制を整備すること。 

一 不招請勧誘禁止の対象となる商品・取引については、店頭金融先物取引に加え、レ

バレッジが高いなどの商品性、執拗な勧誘や利用者の被害の発生という実態に照らし、

利用者保護に支障を来すことのないよう、迅速かつ機動的な対応を行うこと。また、

商品先物取引等については、改正後の商品取引所法の執行に鋭意努めることはもちろ

んのこと、委員会における指摘を誠実に受け止め、商品先物取引はレバレッジ効果を

有するリスクの高い商品であることを踏まえ、一般委託者とのトラブルが解消するよ

う委託者保護に全力を尽くしていくこと。今後のトラブルが解消していかない場合に

は、不招請勧誘の禁止の導入について検討すること。 

一 商品先物取引における損失補填禁止に関する事故確認制度等については、顧客・投

資家の被害救済に支障を来すことのないよう、機動的、迅速な運用に配意すること。 

一 課徴金制度については、機動的な執行に努めるとともに、現行制度の実施状況等を

踏まえ、課徴金の水準の引上げも含め、制度全般の在り方について、今後、実効的な

抑止効果をもたらすよう検討を進めること。 

一 我が国の金融行政組織の在り方については、金融・資本市場における公正な取引の

確保及び利用者保護の観点から、諸外国の様々な金融商品とその市場行政を含めた金

融行政機構の状況等を参考に、検討を進めること。 

一 監査法人制度等については、会計監査の信頼を揺るがしかねない様々な問題が生じ

ていることも踏まえ、その在り方を真剣に検討すること。 

一 監査法人による厳正な監査を確保する観点から、監査法人における内部統制の強化

や監査の品質管理の向上等に努めるとともに、監査法人の情報開示、監査法人の選

任・報酬決定及び監査法人の責任の在り方等について総合的に検討を行い、早急に必

要な法整備を行うこと。 

一 公開買付制度については、合併・買収等の態様の多様化を踏まえ、企業価値と株主

利益の向上を目指した公正なルールの下での企業再編等を促進する観点から、規制の

中立性に配慮しつつ、不断の見直しを行うこと。 

一 金融・資本市場を取り巻く環境の変化に対応するため、金融に関する法規と実態が

乖離した場合には、五年を待たず速やかに見直しを検討すること。 

  右決議する。 

 


